
（平成23年11月広報テーマ要旨）

☆ 裁判員候補者名簿ができるまで 
  裁判員候補者名簿は，市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで無作為抽出

した名簿を基に，全国の地方裁判所で作成されます。 

  平成２４年分の名簿に登録される人数は，全国で約２８万６０００人です（有権者全体に占

める割合は，約３６５人に１人）。 

☆ 裁判員候補者名簿記載通知について 
  平成２４年の裁判員候補者名簿に登録された方には，本年１１月中旪に名簿に登録され

たことの通知（名簿記載通知）をお送りします。この通知は，来年２月ころから平成２５年２

月ころまでの間に裁判所にお越しいただき，裁判員に選ばれる可能性があることを事前に

お伝えし，あらかじめ心づもりをしていただくためのものです。この段階では，まだ具体的な

事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので，すぐに裁判所にお越しいただく

必要はありません。 

  また，名簿記載通知と併せて調査票をお送りします。この調査票は，裁判員候補者の方

の事情を早期に把握し，調査票のご回答の内容により，１年を通じて明らかに辞退が認め

られる場合等には裁判所にお越しいただくことのないようにして，裁判員候補者の方々の

負担を軽減するためにお送りするものですので，お尋ねする項目に当てはまらない方は，

返送していただく必要はありません。 

  辞退の申し出ができる時期や期間等に何らの制限を設けているわけではありません。 

  この調査票で辞退を申し出なかった場合でも，実際の事件の裁判員候補者に選ばれた

際にお送りする質問票で辞退を申し出ていただくことも，又は裁判の当日（選任手続時）に

辞退を申し出ていただくことも可能です。 

  裁判員制度にご理解，ご協力をお願いします。 

  

 



（平成23年11月広報テーマ本文）

　

☆ 裁判員候補者名簿記載通知について

平成２４年の裁判員候補者名簿に登録された方

には，本年１１月中旬に名簿に登録されたことの通

知（名簿記載通知）をお送りします。この通知は，

来年２月ころから平成２５年２月ころまでの間に裁

判所にお越しいただき，裁判員に選ばれる可能性

があることを事前にお伝えし，あらかじめ心づもり

をしていただくためのものです。

【１０月中旬～下旬】

【１１月中旬】

候補者への通知

【裁判の６週間前まで】

選任手続期日のお知らせ

今年

来年以降

選任手続の流れ
裁判員制度は，平成２１年５月２１日から施行さ

れ，平成２２年には，８６７３人の方が裁判員として

裁判に参加されています（同期間に判決が言い渡

された裁判員裁判は合計１４２３件です。）。

国民の皆さまの積極的な参加により，裁判員制

度は円滑に実施されています。裁判員制度は，国

民の皆さまのご協力なしには成り立たない制度で

すので，引き続きご理解とご協力をお願いいたしま

す。

　　＜名簿記載通知の発送用封筒＞（イメージ）

☆ 裁判員候補者名簿ができるまで
裁判員候補者名簿は，市区町村の選挙管

理委員会が選挙人名簿からくじで無作為抽

出した名簿を基に，全国の地方裁判所で作

成されます。

裁判員候補者名簿に登録される人数は，

予想される裁判員裁判対象事件の数などに

よって毎年変動しますが，平成２４年分の名

簿に登録される人数は，全国で約２８万６００

０人です（有権者全体に占める割合は，約３６

判所にお越しいただき，裁判員に選ばれる可能性

があることを事前にお伝えし，あらかじめ心づもり

をしていただくためのものです。

なお，この段階では，まだ具体的な事件の裁判

員候補者に選ばれたわけではありませんので，す

ぐに裁判所にお越しいただく必要はありません（実

際に裁判所にお越しいただくことになった場合には，

別途お知らせします。）。

【裁判の６週間前まで】

選任手続期日のお知らせ

【裁判の当日】



（平成23年11月広報テーマ本文）

☆ 調査票について
裁判員候補者名簿に登録された方には，

名簿記載通知のほか，調査票をお送りしま

す。

この調査票は，裁判員候補者の方の事情

を早期に把握し，調査票のご回答の内容に

より，１年を通じて明らかに辞退が認められ

る場合等には裁判所にお越しいただくことの

ないようにして，裁判員候補者の方々のご負

担を軽減するためにお送りするものですので，

お尋ねする項目に当てはまらない方は，返

送していただく必要はありません。

・ 調査票でお尋ねすること

調査票では，①裁判員になることができな

い職業に就いているか，②１年を通じての辞

退希望の有無・理由，③月の大半にわたって

裁判員となることが困難な特定の月における

辞退希望の有無・理由をお尋ねします。

・ 辞退の申し出ができる時期について

辞退の申し出ができる時期や期間等に何

らの制限を設けているわけではありません。

平成２３年１１月 日

〒○○○－○○○○

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○ ○○ 様

○○地方裁判所

裁判員候補者名簿への記載のお知らせ

このたび，あなたは，抽選の結果に基づいて，当裁判所の裁判員候補者名簿（有

効期間平成２４年１月１日から同年１２月３１日まで）に記載されましたので，お

知らせいたします。

現段階では，名簿に記載されただけであり，裁判所にお越しいただく必要はあり

ません。

今後，この名簿をもとに，実際の事件ごとに裁判員候補者を選んだ上で，当裁判

所においてその候補者の中から裁判員を選ぶ手続を行います。あなたが具体的な事

件の裁判員候補者として選ばれて，裁判員を選ぶ手続のため，当裁判所にお越しい

ただく必要が生じた場合には，別途，事前にお知らせいたします。

お問い合わせは へ裁判員候補者専用コールセンター

開設期間 平成 年 月 日（ ）～平成 年 月 日（ ）

電 話 ○○○○－○○○○○○

通 話 料

受付時間 午前○時○○分～午後○時○○分

○○地方裁判所 刑事訟廷事務室

住 所 ○○市○○町○－○－○

電 話 ○○－○○○○－○○○○

ＦＡＸ ○○－○○○○－○○○○

辞退の申し出ができる時期や期間等に何

らの制限を設けているわけではありません。

この調査票で辞退を申し出なかった場合

でも，実際の事件の裁判員候補者に選ばれ

た際にお送りする質問票で辞退を申し出てい

ただくことも，又は裁判の当日（選任手続時）

に辞退を申し出ていただくことも可能です。

裁判員制度ウェブサイトでは，裁判員制度の実施状況のほか，各地方裁判所の裁判員裁判の情報，

裁判員制度に関するQ&Aなど，様々な情報をお伝えしていますので，ぜひご利用ください。

裁判員制度ウェブサイト http://www.saibanin.courts.go.jp/

※ 名簿記載通知や調査票，辞退を申し出ることができる事由などに関する情報はこちらへどうぞ

裁判所ウェブサイト http://www.courts.go.jp/

※ 各地の裁判所のウェブサイトへは，こちらのウェブサイトよりどうぞ

☆ 裁判員裁判に参加された裁判員のご意見・ご感想など
裁判員裁判に参加された裁判員へのアンケートの結果によれば，参加する前は，「あまりやりたく

なかった」又は「やりたくなかった」と回答された方が合計５３．５％に上っていましたが，参加した後

名簿記載通知

電 話 ○○－○○○○－○○○○

ＦＡＸ ○○－○○○○－○○○○
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